
生駒市　　　商工観光課　０７４３-７４-１１１１
区分

補助金

税制優遇

融資

要件 支援内容

次の(１)～(３)のすべての要件を満たすもの
(１)建設計画の同意の日以降に文化学術研究施設の新設、増
　  設及び取得された固定資産（土地については、その取得
　  の日翌日から起算して１年以内に該当土地を敷地とする
　  当該家屋の建設の着手があった場合）
(２)技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、
　  その取得等に要する資金の額が４億円以上
(３)建設計画等の達成に資することの国土交通大臣の証明

【事業所設置補助金】
・操業開始の翌年度に交付
・土地を除く固定資産投資額の１０/１００
【雇用促進補助金】
・操業開始の翌年度に交付
・市内新規常用雇用者１人につき４０万円
・交付限度額は、事業所設置補助金と雇用促進補
　助金の合計が５,０００万円
【操業支援補助金】
・操業開始後、最初の固定資産税の課税年度の翌
　年から３年間交付
・土地を除く固定資産税額の１年目は９/１０、
　２年目は２/３、３年目は１/３
・交付限度額は、３年間の合計が３,０００万円

◯新設
　・土地を除く固定資産投資額が２億円以上、又は、取得・
　　賃借の用地等の面積が１,５００㎡以上
◯増設・貸工場の利用
　・土地を除く固定資産投資額が１億円以上、又は、取得・
　　賃借の用地等の面積が１,５００㎡以上

①個人：市内に引き続き１年以上住所を有していること
　法人：市内に引き続き１年以上登記されている事業所を有
　　　　していること
　　　　本市の市民税が賦課されていること
②５年以上、同一事業を営んでいること
③市税を滞納していないこと 
④本市において事業の継続が見込まれ、融資に係る債務を返
　済する能力を有していること

①個人は市内に居住している、又はこれから市内で事業を営む
　具体的計画を有すること。法人は市内に事業所を有している、
　又は、これから市内で事業を営む具体的計画を有すること
②創業後５年を経過していないこと
③市税を滞納していないこと
④本市において事業の継続が見込まれ、融資に係る債務を返
　済する能力を有していること

・信用保証料の１００％を補助
・担保と保証人は原則不要（法人は保証協会が求
　めた保証人が連帯保証人となる場合有り）
・保証限度額

・１,０００万円（ただし、企業立地促進事業補助
　制度を利用した場合、３,０００万円、再生可能
　エネルギー電気供給に係る事業融資は１億円）

・１,０００万円

【事業融資資金】

【創業支援資金】
【事業融資資金】

【創業支援資金】

・固定資産税の不均一課税
　期間：３年間

香芝市　　　商工観光課　０７４５-４４-３３１２
区分

補助金①

要件

○企業立地推進補助金

①奈良県未来投資促進基本計画において選定された地域の特性を活
　用した分野に係る産業のうち下記の業種
・大分類E製造業（中分類１７石油製品・石炭製品製造業を除く）
・大分類G情報通信業のうち、中分類３９情報サービス業、４０イン
　ターネット付随サービス業、４１映像・音声・文字情報制作業
・大分類H運輸業、郵便業のうち、中分類４４道路貨物運送業、小分
　類番号４８４こん包業
・大分類Ｌ学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類 71学術・
　開発研究機関
・コールセンター、バックオフィス
②その他企業立地を推進する業種
・大分類Ⅰ卸売業、小売業
・大分類M宿泊業、飲食サービス業のうち、小分類番号７５１旅館、
　ホテル（ラブホテルを除く）
・大分類O教育、学習支援業のうち、小分類番号８１２小学校、
　８１３中学校、義務教育学校、８１４高等学校、中等教育学校、
　８１５特別支援学校、８１６高等教育機関、８１７専修学校、各
　種学校
・大分類P医療・福祉のうち、小分類番号８３１病院

【新設】土地を除く固定資産投資額が５,０００万円以上
【増設・移設・建替え】土地を除く固定資産投資額が３,０００万円以上                    
【対象業種】                    

・土地を除く固定資産投資額の５％を補助
（限度額：１,５００万円）

・市内新規常用雇用者及び転入常用雇用者
　１人につき５０万円
（限度額：２,５００万円）

・操業開始後、最初に固定資産税が賦課され
　る年度から３年度の間における固定資産税
　相当額を１００％補助
  （限度額：３年間の合計額が１,０００万円）

【事業所設置補助金】
（対象業種①のみ）

【雇用促進補助金】
（対象業種①及び②）

【操業支援補助金】
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